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(57)【要約】
脊椎の安定化デバイス、システム、および方法が記述さ
れている。第１の局面において、孔のスペーサは、孔の
スペースの一体性を維持するように適合された硬い部材
を含む。第２の局面において、小関節面ジョイント安定
部材および補てつ小関節面ジョイントが、本来の小関節
面ジョイントを増大するかまたはこれに取って代わるた
めに提供される。第３の局面において、横脊椎安定化デ
バイスが、隣接する椎体の側面に取り付けられるように
適合される。第４の局面において、前方脊椎安定化シス
テムが、隣接する椎体の前方面に取り付けられるように
適合される。第５の局面において、動的脊椎安定化デバ
イスおよびシステムの幾つかの実施形態が記述されてい
る。前記デバイス、システム、および方法の各々は、独
立的に、または他のデバイス、システム、および方法と
の組み合わせで使用されるために適切である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　孔のスペーサであって、該孔のスペーサは、
　患者の第１の椎体の椎弓根表面と係合するように構成された外面を有する第１の支持部
材と、
　患者の第２の椎体の椎弓根表面と係合するように構成された外面を有する第２の支持部
材であって、該第２の椎体は該第１の椎体と隣接する、第２の支持部材と
　を備え、
　該第１の支持部材および該第２の部材は共に接続され、それによって、該孔のスペーサ
が該第１の椎体と該第２の椎体との間に挿置されるとき、該第１の椎体と該第２の椎体と
の間の孔の高さが、少なくとも最小の孔の高さに維持される、孔のスペーサ。
【請求項２】
　前記第１の支持部材および前記第２の支持部材は、その間に通路を画定する、請求項１
に記載の孔のスペーサ。
【請求項３】
　前記第１の支持部材および前記第２の支持部材は、互いに対して回転運動をすることが
できる、請求項２に記載の孔のスペーサ。
【請求項４】
　前記第１の支持部材および前記第２の支持部材は、互いに対して拡張運動をすることが
できる、請求項２に記載の孔のスペーサ。
【請求項５】
　患者の上位椎体と下位椎体との間の小関節面ジョイントを増大する方法であって、該方
法は、
　小関節面スタビライザを提供することであって、該小関節面スタビライザは、第１のエ
ンドプレート、第２のエンドプレート、および該第１のエンドプレートと該第２のエンド
プレートとの間に挿置されたコア部材を含む、ことと、
　該小関節面ジョイントを構成する小関節面間に該小関節面スタビライザを移植すること
と
　を包含する、方法。
【請求項６】
　哺乳類の脊椎の安定化のための方法であって、該方法は、
　患者の上位椎体と下位椎体との間に補てつ椎間板を移植することと、
　該患者の該上位椎体と該下位椎体とが係合するように構成されたスタビライザシステム
を移植することと
　を包含する、方法。
【請求項７】
　前記スタビライザシステムは、前記上位椎体および前記下位椎体の各々の棘突起の間に
挿置されたスペーサを備えている、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記スタビライザシステムは、前記上位椎体および前記下位椎体の各々に取り付けられ
た拘束バンドをさらに備えている、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記スタビライザシステムは、前記スペーサに埋込まれたディスク部材であって、該デ
ィスク部材は、上部エンドプレート、下部エンドプレート、および該上部エンドプレート
と該下部エンドプレートとの間に位置するコア部材を備えている、ディスク部材をさらに
備えている、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記スタビライザシステムは、前記上位椎体に接続された第１の取付け部材、前記下位
椎体に接続された第２の取付け部材、および該第１の取付け部材および該第２の取付け部
材の各々に接続されたスタビライザ部材を備えている、請求項６に記載の方法。
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【請求項１１】
　前記スタビライザ部材は、形状記憶材料を備えている、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の取付け部材および前記第２の取付け部材のうちの少なくとも１つは回転可能
であり、該第１の取付け部材および該第２の取付け部材のうちの少なくとも１つの回転が
、前記上位椎体または前記下位椎体のうちの１つの運動からの力が、該上位椎体または該
下位椎体のうちの該他方に伝達されるようにする、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記スタビライザシステムは、前記上位椎体および前記下位椎体の各々の間に取り付け
られ、この間で押し合う力を与えるように構成された第１の部材、および該上位椎体およ
び該下位椎体の各々の間に取り付けられ、この間で引き合う力を与えるように構成された
第２の部材を備えている、請求項６に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の取付け部材は、前記上位椎体の横突起に接続され、前記第２の取付け部材は
、前記下位椎体の横突起に接続されている、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記スタビライザシステムは、充填材料を受け入れ、かつ保持するように構成されたポ
ットをさらに備えている、請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　前記スタビライザシステムは、前記上位椎体および前記下位椎体の側面に取り付けられ
ている、請求項６に記載の方法。
【請求項１７】
　前記スタビライザシステムは、前記上位椎体および前記下位椎体の前方面に取り付けら
れている、請求項６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　脊椎は、互いに積み重なって脊柱を形成する２４の椎骨から成る。脊椎は、強さと支持
を提供し、身体が立ちかつ柔軟性および運動を提供することを可能にする。各椎骨のセク
ションは、脊柱の中を通る脊髄の通路を提供する通り道を含む。それによって、脊椎は、
脊髄を収納しかつ保護する。脊髄は、脊髄の両側から分岐し、神経孔として公知の椎骨間
のスペースの中を延びる３１対の神経根も含む。
【０００２】
　椎間板は、椎骨の各対間に位置する。椎間板は、３つのコンポーネント構造から成る：
（１）髄核；（２）線維輪；（３）椎骨エンドプレート。椎間板は、衝撃の吸収、摩擦の
軽減、および椎間板と関連する上位と下位椎体の間に及ぼされた圧力を取り扱うことを含
んで、幾つかの目的に役立つ。椎間板は、椎体間のストレスも軽減し、そのストレスは、
椎体の劣化または骨折につながる。
【０００３】
　脊椎の障害は、合衆国および世界の他の人口に直面する最も費用のかさむかつ最も衰弱
させる健康問題であり、毎年、何十億ドルもの費用がかかっている。さらに、これらの人
口が、高齢化すると、脊椎障害は、増加し続ける。通常の障害は、疾患、外傷、遺伝的障
害、または他の原因によって引き起こされるものを含む。
【０００４】
　先端技術は、多くの処置オプションを含む。薬物処置、運動、および物理的な治療は通
常、従来の処置オプションである。それほどには従来のものではない処置オプションは、
顕微鏡的円板切除術、圧迫骨折セメント固定、椎弓切除術、動的安定化、椎間板関節形成
術および脊椎固定術を含む、外科的介入を含む。従来、これらの処置オプションは、所望
の結果を提供する最も従来の処置オプションを使用して、組み合わせてではなく、個々に
適用された。
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【０００５】
　「Ｐｒｏｓｔｈｅｔｉｃ　Ｉｎｔｅｒｖｅｒｔｅｂｒａｌ　Ｄｉｓｃｓ，」（「’６７
１出願」）と題する米国仮特許出願第６０／７１３，６７１号は、２００５年９月１日に
出願され、本出願の譲受人であるＳｐｉｎａｌ　Ｋｉｎｅｔｉｃｓ，Ｉｎｃ．に譲渡され
ている。’６７１出願は、とりわけ、補てつ椎間板を動的安定化システムと組み合わせる
処置オプションについて記述する。’６７１出願は、その全容が参考として、本明細書に
援用されている。
【０００６】
　１９９２年、Ｐａｎｊａｂｉは、脊椎において安定性を提供するコンポーネント間の相
互作用を記述する動的脊椎安定化システムのモデルを導入した。このモデルは、「中立ゾ
ーン」として識別される脊椎セグメントの中立安静位置の周囲の弛緩の領域の観点から脊
椎の不安定化を定義した。（非特許文献１）。中立ゾーンは、椎間板劣化、脊椎の傷害、
および脊椎の固定の場合は増加し得るという一部の証拠がある。（同書）。Ｐａｎｊａｂ
ｉはその後、脊椎が中立ゾーンにある間は、増加した機械的支持を提供し、脊椎が、中立
ゾーンからはなれるにつれ減少する支持を提供する動的安定化システムを記述した。２０
０４年１１月２５日に公開され、本明細書に参考として援用されている特許文献１を参照
されたい。
【特許文献１】米国特許出願公開第２００４／０２３６３２９号明細書
【非特許文献１】Ｐａｎｊａｂｉ，ＭＭ．，“Ｔｈｅ　ｓｔａｂｉｌｉｚｉｎｇ　ｓｙｓ
ｔｅｍ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｐｉｎｅ．ＰａｒｔＩＩ．Ｎｅｕｔｒａｌ　ｚｏｎｅ　ａｎｄ
　ｉｎｓｔａｂｉｌｉｔｙ　ｈｙｐｏｔｈｅｓｉｓ．”Ｊ　Ｓｐｉｎａｌ　Ｄｉｓｏｒｄ
　５　（４）：３９０－３９７，１９９２ｂ．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　改良された脊椎安定化システム、システムの組み合わせ、およびそれらの使用方法に対
するニーズが残っている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（発明の概要）
　脊椎の安定化コンポーネント、システム、および方法が提供されている。脊椎安定化コ
ンポーネントは、個別で、または他の公知の脊椎安定化コンポーネントおよびシステムと
共に使用されるために適切である。
【０００９】
　第１の局面において、孔のスペーサおよびそれらの使用方法が記述される。孔のスペー
サは、椎体の対が互いの中に入り込んで崩れることを妨げるために、すなわち隣接する椎
体の間に椎弓根間間隔を維持するために、一対の隣接する椎体の間に位置する孔の中に挿
入するように適合されたサイズおよび形状を有する部材を含む。孔のスペーサはまた好ま
しくは、神経根が孔を横切るとき、圧縮または他の物理的衝撃を受けることから保護する
通路または他の部材を含む。第１の実施形態において、孔のスペーサは、上部Ｃ形状部材
、下部Ｃ形状部材、および上部Ｃ形状部材を下部Ｃ形状部材に取り付けるための取り付け
部材を含む。上部Ｃ形状部材は、上位椎体の椎弓根に取り付けられ、椎体の対によって画
定された孔の中に延びるように適合され、一方、下部Ｃ形状部材は、下位椎体の椎弓根に
取り付けられ、椎体の対によって画定された孔の中に延びるように適合される。共に取り
付けられたとき、上部および下部Ｃ形状部材は、その中を通る通り道を画定し、それによ
って神経根の通過を可能にする。取り付け部材は、タング（ｔｏｎｇｕｅ）および溝メカ
ニズム、スナップフィットメカニズム、または上部および下部Ｃ形状部材を共に取り付け
るための他の適切なメカニズムを含み得る。あるいは、上部Ｃ形状部材および下部Ｃ形状
部材は各々、互いに突き当たり、突合せジョイントを形成するように適合された表面が提
供されている。さらに別の実施形態において、Ｃ形状部材は、例えば屈曲、伸長および横
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曲げの間に要求され得るような互いに対する幾らかの移動（例えば拡張）を可能にし、か
つ通り道の開通性を維持し、神経根の通過を可能にするように嵌合される。
【００１０】
　第２の実施形態において、孔のスペーサ上部セグメントおよび下部セグメントを含む。
上部セグメントは、上位椎体の椎弓根に取り付けられ、椎体の対によって画定された孔の
中に延びるように適合され、一方、下部セグメントは、下位椎体の椎弓根に取り付けられ
、椎体の対によって画定された孔の中に延びるようにも適合される。上部セグメントまた
は下部セグメントのうちの１つの内面、および上部セグメントまたは下部セグメントのう
ちの他方の外面は、上部セグメントが下部セグメントに対して旋回することを可能にする
ベアリング構造を共に画定する一対の丸い嵌合表面を画定する。それによって、上部セグ
メントおよび下部セグメントはベアリングとして作用し、回転の中心を画定する。一旦、
上部セグメントおよび下部セグメントが、それぞれの椎体に取り付けられ、互いと係合す
ると、孔のスペーサは、孔を横切る神経根を同じく保護し、かつ上位および下位椎体が互
いに対して旋回することを可能にする支持構造を提供する。
【００１１】
　好ましくは、孔のスペーサは、硬い生体適合性のある材料、例えばステンレススチール
、金属合金、もしくは他の金属材料、または硬い重合体材料で形成される。代替の実施形
態において、孔のスペーサは、孔の形状との適合性を提供し、かつ脊椎の屈曲、伸長およ
び横曲げを可能にする柔らかい快適な材料（例えばポリウレタンのような弾性的ポリマー
）で形成された外側層を備えている。さらに他の実施形態において、孔のスペーサは、神
経根の通過のための最小限の傷しか残さない表面を提供する柔らかくかつ／または低摩擦
の材料で形成された内側ライナを含む。
【００１２】
　第２の局面において、小関節面ジョイント増大および取替えに対するシステムおよび方
法が提供される。デバイスおよびシステムは、脊椎を安定させ、孔のスペースを増加させ
、それによって神経根衝突の可能性を低減するように意図されている。第１の実施形態に
おいて、安定化および孔のスペースの増加は、安定部材を小関節面ジョイントの中に挿入
し、孔内距離を回復することによって達成される。安定部材は、小関節面ジョイントの衝
撃吸収、緩衝、および支持を提供する構造を含む。幾つかの実施形態において、安定部材
は、カプセル化されたクッションを含む。他の実施形態において、安定部材は、弾力のあ
るコア部材によって分離された一対のエンドプレートを有する構造を含む。
【００１３】
　第２の実施形態において、上位および下位椎体の各々の小関節面のうちの一部またはす
べては、除去されかつ小関節面ジョイントインプラントと置き換えられる。幾つかの実施
形態において、小関節面ジョイントインプラントは、上位椎体との取り付けのための上部
補てつ小関節面、および下位椎体との取り付けのための下部補てつ小関節面を含む。各補
てつ小関節面は、スクリューまたは他の同様なメカニズムによって、そのそれぞれの椎体
に取り付けられている。各補てつ小関節面ジョイントは、一対の対面プレート、および対
面プレートの対間に位置するコア部材を含む。補てつ小関節面は、本来の小関節面ジョイ
ントの機能性および性能を綿密にまねる方法で構成されかつ取り付けられる。
【００１４】
　第３の局面において、横脊椎安定化デバイスが提供される。横脊椎安定化デバイスは、
上位および下位椎体の各々の側面に取り付けるための上部取り付け部材および下部取り付
け部材、ならびに上部および下部取り付け部材の各々の間に接続されかつこの間に延びる
安定部材を含む。一実施形態において、安定部材は、減衰メカニズムを含む。他の実施形
態において、安定部材は、弾力性のあるコア部材によって分離された一対のエンドプレー
トを含む。
【００１５】
　第４の局面において、前方脊椎安定化デバイスが提供されている。前方脊椎安定化デバ
イスは、一対の椎体の前方面に取り付けられ、椎体の椎間に延び、椎骨ユニットの前方部
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分に安定化を提供するように適合されている。第１の実施形態において、前方脊椎安定化
デバイスは、移植および椎骨ユニットへの取り付け後、負荷を担うために十分な構造を有
するばねの形式である。前方安定化デバイスは好ましくは、最小に侵襲的な前方のアプロ
ーチによって移植されるが、後方かつ横アプローチも可能である。
【００１６】
　第５の局面において、幾つかの動的安定化デバイスが記述されている。動的安定化デバ
イスの各々は、安定力の組み合わせを１つ以上の脊椎ユニットに提供し、それによって負
荷に耐えかつ負荷を伝達することを補佐するように意図されている。第１の実施形態にお
いて、動的安定化デバイスは、脊椎の後方側で一対の隣接する概略椎体間に位置する後方
スペーサ部材を含む。後方スペーサは好ましくは、概略追従性のある材料で作成され、椎
体間の相対運動を可能にしながら、隣接する椎体の対間の間隔を維持するように機能する
。好ましい形式において、後方スペーサ部材は、概略短い円筒の形状であり、１つ以上の
拘束バンドの通過を可能にする中央の通し穴を有し、これについてはさらに充分に以下に
記述されている。しかしながら、スペーサは、脊椎の処置部位のサイズおよび形状によっ
ては、他の形状または形式を取り得る。動的安定化デバイスは、１つ以上の拘束バンドも
含み、それらの各々は好ましくは、柔軟な材料で形成されたループを含む。拘束バンドは
各々、隣接する椎体の後方から延びる棘突起に取り付けられるように、または隣接する体
の薄板に適切な取り付けメカニズムによって取り付けられるように適合されたサイズおよ
び形状を有している。一旦、脊椎の後方に連結されると、バンドは、安定化と追従性の両
方を提供する。バンドの性能特性は、材料の選択、バンドのサイズ、および隣接する椎体
間での拘束バンドの経路指定によって変えられることができる。例えば、対角線よりもよ
り垂直に向けられる拘束バンドは、脊椎の屈曲へのより大きな抵抗を提供し、一方、より
対角線の向きは、捻りモーメントに対して追加的な抵抗を提供する。
【００１７】
　他の実施形態において、動的安定化デバイスが構成され、デバイスが手術後に調節され
ることを可能にする材料を含む。例えば、一実施形態において、動的安定化デバイスは、
上位椎体の椎弓根への取り付けのための上位取り付け部材、下位椎体の椎弓根への取り付
けのための下位取り付け部材、および上位と下位取り付け部材間に延び、かつこれらを相
互に接続する１つ以上のばね部材を含む。好ましい形式において、ばね部材は、形状記憶
材料、例えばニッケルチタン合金（ニチノール）で形成される。それによってばね部材の
特性は、デバイスの要素を過熱することによって、例えば電流を適用することによって、
手術後に変えられ得る。形状記憶材料は移植の前に熱処置プロセスによって仕込まれ得る
ので、ばね部材の特性は、この方法で、熱の適用によって公知の方法で変えられ得る。好
ましくは、電流は、Ｘ線または他の案内の下で、ばね部材に対してリードを置くことによ
って適用される。所与のばね部材は、伸ばされるかまたは収縮され、より多くのまたはよ
り少ない荷重の支持を提供するか、またはデバイスの任意の他の性能特性を変え得る。
【００１８】
　さらに他の実施形態において、一脊椎セグメントから隣接するセグメントへ、反応を伝
達することができる脊椎安定化デバイスが提供される。この方法において、脊椎安定化デ
バイスは、正しく動作している本来の脊椎セグメントによってなされるのと同じ方法で負
荷を伝達し、かつ反応する。脊椎安定化デバイスは、各椎体と関連する少なくとも１つの
固定部材、および上位および下位固定部材の各対間に延びる連結部材を含む。固定部材は
各々、連結部材の回転を可能とし、それによって、隣接する椎骨セグメントで受ける活動
に基づいて、圧縮または捻りいずれかで、１つの椎骨セグメントが負荷を受ける（または
負荷が除かれる）能力を提供する。
【００１９】
　さらに他の実施形態において、動的安定化デバイスは、棘間安定部材と１つ以上の椎弓
根に基づく安定部材との組み合わせを含む。好ましい形式において、１つ以上の椎弓根に
基づく安定部材は、隣接する椎体が離れるように付勢することによって機能し、一方、棘
間安定部材は、椎体の隣接する対の棘突起を一緒にするように付勢することによって機能
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する。棘間部材と椎弓根に基づく部材との組合された作用は、椎間板から圧力を除く運動
を生成する。
【００２０】
　さらに他の実施形態において、動的安定化デバイスが提供され、椎体の対から延びる横
突起において、またはそのうちの１つもしくは両方の近くにおいて、一対の隣接する椎体
に取り付けられる。例えば、少なくとも１つの上位取り付け部材、例えばスクリューが上
位椎体の横突起に取り付けられ、少なくとも１つの下位取り付け部材、例えばスクリュー
が、下位椎体の横突起に取り付けられ、そしてローディング部材が、上位かつ下位取り付
け部材の間に伸び、かつこれらを相互に接続する。取り付け部材は随意的に、横突起の中
を延びて、椎体の中に入るか、またはそれらは、横突起に隣接する椎体に取り付けられ得
る。
【００２１】
　さらに他の実施形態において、動的安定化デバイスは、安定部材が患者の皮膚の外側に
位置するように取り付けられる。これらの実施形態において、安定部材は、患者の皮膚を
通って椎体の対の中に延びる一対のスクリューによって、一対の隣接する椎体に取り付け
られる。安定部材は次に、患者の外でスクリューの対に取り付けられ、かつこの間に延び
る。デバイスは好ましくは、完全に調節可能である。
【００２２】
　さらに他の実施形態において、動的安定化デバイスが提供され、充填タイプの調節メカ
ニズムを含む。デバイスは、好ましくは上位椎体の棘突起に取り付けられた上位取付け部
材、好ましくは下位椎体の棘突起に取り付けられた下位取付け部材、および上位と下位取
り付け部材の間に延び、かつこれらを相互に接続する安定部材を含む。取付け部材は、ス
クリュー、または他の適切な取付けメカニズムを含み得る。ポットが、取付け部材のうち
の少なくとも１つと安定部材との間に挿置される。例えばポリメタクリル酸メチル（ＰＭ
ＭＡ）を含む骨セメントのような生体適合性のある材料を注入することによって、ポット
が満たされるとき、ポットの中を占める追加された容積は、安定部材の動作長さを短くし
、それによって所与の安定部材の性能特性も変化させる。従って、ポットに材料を追加す
ることは、手術後にデバイスを調節する能力を提供する。好ましくは、手術後の調節は、
経皮的に行われ得る。
【００２３】
　さらに他の実施形態において、動的安定化デバイスは、一体化された安定ディスクを有
する椎骨間スペーサを含み、組み合わされたユニットは、一対の隣接する椎体の棘突起間
に挿置される。
【００２４】
　前記デバイス、構造、および方法の各々は、独立的に、または２つ以上の組み合わせで
使用されるように適合されている。好ましくは、いくつかのデバイス、構造、または方法
が組み合わされて使用され、所望の結果を獲得する。特に、前記デバイスの各々は、補て
つ椎間板と組み合わされて使用され、所望の治療的結果を獲得する。
【００２５】
　他のおよび追加的なデバイス、装置、構造、および方法が、図面および以下の詳細な記
述を参照して記述される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　（好ましい実施形態の記述）
　本明細書に含まれた図は、必ずしも一定の比率で描かれておらず、一部のコンポーネン
トおよび特徴は明確さのために誇張されている。
【００２７】
　本発明が記述される前に、この発明は記述された特定の実施形態に限定されず、従って
、当然変化することは理解されるべきである。本明細書中に使用された用語は、特定の実
施形態を記述する目的のためだけであり、限定するものとして意図されていないことは理
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解されるべきである。なぜならば、本発明の範囲は、添付された特許請求の範囲によって
のみ限定されるからである。
【００２８】
　ある範囲の値が提供される場合、その範囲の上限と下限との間の各介在値（文脈から明
らかな場合を除いて、下限の単位の少なくとも十分の一まで）および任意の他の確定値ま
たはその確定範囲内での介在値が、本発明内に含まれることは理解される。これらのより
小さな範囲の上限および下限は、より小さな範囲内に独立的に含まれ得、本発明内にも含
まれるが、確定範囲において特に除外された限界に依存する。確定範囲が、限界のうちの
１つまたは両方を含む場合、これらの含まれた限界のいずれかまたは両方を除外する範囲
も本発明に含まれる。
【００２９】
　別に定義されない限り、本明細書中に使用されたすべての技術的かつ科学的用語は、こ
の発明が属する技術分野における当業者によって普通に理解されるものと同じ意味を有す
る。本明細書中に記述されたものと同様であるかまたは等価な任意の方法および材料が、
本発明の実行または試験においても使用され得るが、好ましい方法および材料がここで記
述される。本明細書中で述べられたすべての公開は、公開で引用されたものとの関連で方
法および／または材料を開示かつ記述するために、参考として本明細書中に援用されてい
る。
【００３０】
　本明細書中で、および添付された特許請求の範囲において使用されているように、単数
形「１つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」、および「その（ｔｈｅ）」は、文脈が明確に
別に指示しない限り、複数の参照を含む。
【００３１】
　本明細書中に論議された公開は、本出願の出願日前のそれらの開示に対してのみ提供さ
れる。本明細書中のいかなるものも、本発明が、先行発明によりそのような公開に先行す
る資格がないことを認めるものとしては解釈されるべきではない。さらに、提供された公
開の日付は、実際の公開日とは異なり、実際の公開日は他と関係なく確認されなければな
らない。
【００３２】
　この開示を読めば当業者には明らかになるように、本明細書に記述されかつ例示された
個々の実施形態の各々は、本発明の範囲または精神から逸脱することなく、他の幾つかの
実施形態のうちの任意のものの特徴から容易に分離され、またはこれと組み合わされ得る
個別の要素および特徴を有している。
【００３３】
　ここで図を参照して、図１は、上位椎体１００および下位椎体１０２を含んで、一対の
隣接する椎体を例示する。各椎体は、一対の横突起１０４ａ～ｂ、および各椎体１００、
１０２から概略後方に延びる棘突起１０６を含む。椎間板１０８は、上位椎体１００と下
位椎体１０２との間に位置している。脊髄１１０は、脊椎によって形成された中央の経路
の中に延び、神経根１１２は、椎体の対によって画定された孔のスペース１１４を横切る
。
【００３４】
　椎間板が、外傷、疾患、または他の障害により損傷を受けるとき、上位椎体１００およ
び下位椎体１０２は、互いに対して崩れる傾向があり、それによって孔１１４によって形
成されたスペースの量を減少させる。椎体が、疾患に冒されるかもしくは骨折するか、ま
たは他に損傷を受けるかするときも、この結果は普通に生じる。孔のスペースが減少する
とき、椎体１００、１０２は、神経根１１２に衝突する傾向があり、不快、痛み、および
可能性として神経根に損傷を引き起こす。本明細書に記述された孔のスペーサは、孔の開
口を維持し、かつ神経根を椎体による衝突から保護することによって、この問題を軽減す
るように意図されている。
【００３５】
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　図２Ａ～図２Ｇを参照して、幾つかの孔のスペーサ実施形態が示されている。図２Ａ～
図２Ｄに示される第１の実施形態において、孔のスペーサ１２０は、上位Ｃ形状部材１２
２および下位Ｃ形状部材１２４を含む。Ｃ形状部材の対は好ましくは、取り付けメカニズ
ムまたは一対の嵌合表面を含む。例えば、図２Ｂに示されるように、上位Ｃ形状部材１２
２は、その下位向き面１２８の各々に溝１２６を備え、一方、下位Ｃ形状部材１２４は、
その上位向き面１３２の各々に嵌合タブ１３０を含む。あるいは、タブは、上位Ｃ形状部
材に置かれ、溝が下位Ｃ形状部材に置かれ、またはさらに他の取り付け部材、例えばスナ
ップフィットメカニズムまたは他の同様な構造が使用され得る。さらに他の実施形態にお
いて、嵌合表面１２８、１３２は、互いに対して単に突き当たり合い、孔のスペースのく
ずれを防ぐ突合せ継手を形成する。組合わされたとき、Ｃ形状部材の対は、中央の通し穴
１３６を有する概略円盤状部材１３４を画定する。例えば図２Ｃおよび図２Ｄに示される
ように、中央の通し穴１３６は、神経根１１２が、衝突せずに通ることが可能となるよう
に適合されたサイズおよび形状を有する。
【００３６】
　図２Ｅを参照して、孔のスペーサ１２０は、柔らかく心地よい材料の被覆を含む外側層
１４０が提供され得る。外側層１４０は好ましくは、孔のスペーサ１２０の外向き面全体
を覆い、特に椎体表面と係合するように配置されたそれらを覆う。外側層１４０は好まし
くは、柔らかく心地よい生体適合性のある材料、例えばシリコン、ポリウレタン、または
他の同様な重合体材料で形成され、当技術分野で周知の方法によって、孔のスペーサ１２
０に適用され得る。外側層１４０は、孔のスペースを形成する椎体に構造的な保護を提供
し、かつ孔のスペーサ１２０が、椎体によって形成された変化する孔の形状に適合するこ
とを可能にし得る。
【００３７】
　随意的な内側層、すなわちライナ１４２は、通し穴１３６を画定する露出された表面に
提供され得る。内側層、すなわちライナ１４２は好ましくは、柔らかくかつ／または低摩
擦の材料の被覆で形成され、神経根１１２の通過に対して最小限の傷しか残さない表面を
提供する。好ましくは、内側層、すなわちライナ１４２は、シリコン、ポリウレタン、ま
たは他の重合体材料を含んで、外側層１４０に対して使用されたものと同様な材料で形成
される。あるいは、内側層、すなわちライナ１４２は、ポリエチレン、ＰＴＦＥ、または
他の同様な材料の被覆を含み得る。
【００３８】
　さらに、随意的なばね部材、ガスケット、クッションもしくは他の同様な材料、または
デバイス（図面には示されず）が、上位Ｃ形状部材１２２と下位Ｃ形状部材１２４との間
に挿置され得る。好ましくは、ばね部材（など）が、２つのＣ形状部材の接面に位置し得
る。ばね部材が延びかつ圧縮し、それによって孔のスペースを支持するための動きのある
範囲を提供するとき、このばね部材（など）は、スペーサ１２０に、垂直に拡大および収
縮する能力を提供する。
【００３９】
　ここで図２Ｆを参照して、別の孔のスペーサ実施形態が示される。この実施形態におい
て、孔のスペーサ１２０は、上部セグメント１５０および下部セグメント１５６を含む。
上部セグメント１５０は、孔のスペース１１４を画定する上位椎体の一部分と係合するよ
うに適合された形状を有する外面１５２を含む。同様に、下部セグメント１５６は、孔の
スペース１１４を画定する下位椎体の一部分と係合するように適合された形状を有する外
面１５８を含む。上部セグメント１５０の内面１５４は、下部セグメント１５６の外面１
５８の嵌合湾曲部分と回転可能に係合するように適合された湾曲部分を含む。このように
して、上部セグメント１５０および下部セグメント１５６は、互いと回転可能に接続され
る。すなわち、上部セグメント１５０および下部セグメント１５２は、回転の中心を有す
るベアリングと同様に機能する。上部セグメント１５０が、上位椎体１００に取り付けら
れるとき、かつ下部セグメントが、下位椎体１０２に接続されるとき、孔のスペーサ１２
０は、２つの椎体が、互いに対して旋回することを可能にし、それによって運動のさらな
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る範囲を提供する。図２Ｆに示される孔のスペーサ１２０は、図２Ｅに関して上述された
ように、外側層１４０および内側層、すなわちライナ１４２も随意的に含む。
【００４０】
　孔のスペーサ１２０は、後方からのアプローチかまたは横方向のアプローチかいずれか
によって孔のスペースにアクセスすることを含んで、任意の適切な外科的技術によって移
植され得る。横方向のアプローチは、孔の露出を見つけるために最適なアクセスを提供す
ると信じられているが、後方経路腰椎椎体間固定術（ＰＬＩＦ）および経椎間孔腰椎椎体
間固定術（ＴＬＩＦ）に対する技術も十分なアクセスを提供する。一旦アクセスが得られ
ると、孔のスペーサ１２０は好ましくは、椎弓根、または他の解剖学的な構造に取り付け
られ、スペーサが孔のスペース１１４の中へ延びることを可能にする。例えば、孔のスペ
ーサ１２０は、図２Ｇに例示されるように、孔１１６の中にプレスばめされ得るか、また
はタブ（図示されず）が、孔のスペーサ１２０を椎弓根または他の解剖学的な構造に取り
付けるために提供され得る。
【００４１】
　次に図３を参照して、一対の隣接する椎体の後方図が示される。図は、上位椎体１００
および下位椎体１０２を例示する。各椎体は、一対の横突起１０４ａ～ｂおよび各椎体１
００、１０２から概略後方に延びる棘突起１０６を含む。脊髄１１０は、脊椎によって形
成された中央の経路の中に延び、神経根１１２は、椎体の対によって画定された孔のスペ
ース１１４を横切る。小関節面ジョイント１１８は、それぞれが上位および下位椎体から
の一対の相対する小関節面によって形成される。
【００４２】
　後方脊椎安定化のための公知のデバイスおよびシステムのうちの幾つかが設計され、孔
を横切る神経の負荷を除くために、孔を開くかまたは孔の間隔を維持する機能を提供する
。デバイスを椎体の各々の椎弓根に取り付け、かつ取り付け部材の間に押し合う力を提供
することによって、これは普通なされる。幾つかの代替の、かつ新規なデバイスおよび方
法が本明細書に記述されている。
【００４３】
　図４を参照して、小関節面安定部材１７０が示されている。小関節面安定部材１７０は
好ましくは、ジャケット１７４の中に収納されているコア部材１７２を含む。コア部材１
７２は好ましくは、ヒドロゲル、ポリウレタン、または、小関節面ジョイントを安定させ
るために必要な衝撃吸収および間隔機能を提供するために適切な他の重合体材料で形成さ
れる。ジャケット１７４は、生体適合性のある材料の織布であり得、コア部材１７２の一
体性および形状を維持し、かつ小関節面安定部材１７０に構造的力を提供するように意図
されている。小関節面安定部材１７０は、小関節面ジョイント１１８に置かれ、それによ
ってジョイントに安定化を提供し、孔のスペースのくずれを防ぐように適合されたサイズ
および形状を有する。
【００４４】
　図５を参照して、小関節面安定部材１７０の別の実施形態が示されている。この実施形
態において、脊椎安定部材１７０は、上部エンドプレート１８０、下部エンドプレート１
８２、および上部エンドプレート１８０と下部エンドプレート１８２との間に延びてこれ
らを相互に接続するコア部材１８４を含む。好ましくは、小関節面安定部材は、上部エン
ドプレート１８０と下部エンドプレート１８２との間に巻かれ、それらを相互に接続する
複数のファイバ１８６も含む。図５に示される小関節面安定部材１７０の構成および材料
は、図１８に関連して以下に記述された補てつ椎間板の構成および材料、ならびに２００
４年７月３０日に出願された米国特許出願第１０／９０３，２７６号、および２００５年
９月１日に出願された米国特許出願第６０／７１３，６７１号に記述された補てつ椎間板
のうちの幾つかに類似し、それら出願の各々は、本明細書中に参考として援用されている
。前記出願に記述された他の補てつ椎間板は、本明細書に記述されたような小関節面安定
部材１７０として使用されるためにも適合され得る。小関節面安定部材１７０のサイズは
通常、前記出願において記述された補てつ椎間板のサイズよりも小さいが、構造の全体的
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な構成は好ましくは、同じである。
【００４５】
　小関節面安定部材１７０は、隣接する椎体の対と関連する相対する小関節面の対の間に
移植される。さらなる特徴、例えばフィン、固定部材、または他の構造（図示されず）も
小関節面安定部材１７０に組み込まれ、移動を制限し得る。小関節面ジョイントは滑液性
であり、従ってカプセルを介する移植が必要である。小関節面ジョイントへのアクセスは
、孔のスペーサの移植に関する上記の方法のうちの任意のものによって獲得される。
【００４６】
　図６Ａ～図６Ｂを参照して、補てつ小関節面および小関節面ジョイントが示されている
。多くの脊椎の外科的処置の間において、特に後方によるアプローチを含むものにおいて
、小関節面のうちの幾らかがまたは全部が、１つ以上の補てつ構造を移植するためのアク
セスを提供するために除去される。同様に、多くの脊椎処置が、椎間板の高さの損失また
は同様な意図しない結果を生成する。これらの場合において、または小関節面もしくは小
関節面ジョイントが外傷、疾患、もしくは他の障害によって損傷を受けた場合において、
小関節面のうちの幾らかまたはすべてを補てつデバイスで置き換え、傷んだ脊椎セグメン
トに安定化を取り戻すことが望ましくあり得る。
【００４７】
　図６Ａにおいて、多くの補てつ小関節面１９０が、脊椎の幾つかの位置に移植されてい
る様子が示されている。各補てつ小関節面１９０は、本来の小関節面の形状および構造と
調和するように、概略細長く湾曲した取り付けアーム１９２を含む。取り付けアーム１９
２は、本来の小関節面の表面を模倣するエンドプレート１９４の中で終わる。取り付けア
ーム１９２は、１つ以上のスクリュー１９６または他の適切な取り付けメカニズムによっ
てその関連する椎体に取り付けられる。図５に関連して上述されたものと同一である小関
節面安定部材１７０は、一対の補てつ小関節面１９０の間に挿置され、小関節面エンドプ
レート１９４は、小関節面安定部材１７０に対するエンドプレートとして機能する。（特
に、図６Ｂを参照）。図６Ａに示されるように、補てつ小関節面ジョイントは、本来の小
関節面と平面をなすように向けられる。従って、小関節面ジョイントの向きは、椎骨セグ
メントの間で変化する。
【００４８】
　図７は、補てつ小関節面１９０を使用する、隣接する幾つかの椎骨セグメント上での複
数レベル安定化を例示する。第１の補てつ小関節面１９０は、仙骨１１９に取り付けられ
、追加的な補てつ小関節面１９０が、Ｌ５およびＬ４椎骨に取り付けられている。
【００４９】
　次に図８を参照して、横安定化デバイスが示されている。横安定化デバイス２００は、
１つ以上のスクリュー２０４または他の取り付けメカニズムによって上位椎体１００に取
り付けられるように適合された上部取り付けアーム２０２ａ、および１つ以上のスクリュ
ー２０４または他の取り付けメカニズムによって下位椎体１０２に取り付けられるように
適合された下部取り付けアーム２０２ｂを含む。デバイスは、安定部材２０６も含む。安
定部材２０６は、ばね、ばねの組み合わせ、減衰メカニズム、または所望の安定化機能を
提供する他のメカニズムを含み得る。好ましい実施形態において、安定部材は、図５に関
連して上述された小関節面安定部材１７０と同一である構造を含む。
【００５０】
　有利にも、横安定デバイス２００は、隣接する椎体１００、１０２の対の横面に取り付
けられている。特に好ましい実施形態において、横安定デバイス２００は、対の椎体の両
横側に取り付けられている。
【００５１】
　図９は、対の椎体の各々に取り付けられた後方安定デバイス２１０と前方安定デバイス
２２０の両方を有する一対の隣接する椎体１００、１０２を示す。後方安定デバイス２１
０は、一対の椎弓根スクリュー２１２を含み、上位椎体１００および下位椎体１０２の各
々に１つ取り付けられている。安定部材２１２は、椎弓根スクリュー２１２の対の間に伸
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び、これらを相互に接続する。安定部材２１４は、ばねで負荷された、耐荷動的構造を含
み得、耐荷を支える動的構造は、減衰部材、またはそのような構造の任意の組み合わせを
含み得る。前方安定デバイス２２０は、前方要素２２２を含み、その詳細は、図９Ｂに最
もよく示される。前方要素２２２は好ましくは、超弾性的特性を有する材料で形成され、
前方要素２２２が最小に侵襲性の移植処置に対して拘束されることを可能にする形状を含
む。示されるように、前方要素２２２は、各端の取り付け穴２２４、および中央のアパチ
ャ２３０を画定する一対のサイドバンド２２８ａ～ｂを含む中央の部分２２６を含む。前
方要素２２２はロールされ得るか、または圧縮されて、移植のために小さな収縮状態にさ
れる。一旦導入されると、前方要素は、収縮された状態から部分的に解放され、損傷を受
けた椎間板１０８に隣接した椎体の対に取り付けられる。前方要素２２２は好ましくは、
スクリューまたは他の適切なメカニズムによって取り付けられる。一旦取り付けられると
、前方要素２２２は、その動作可能な状態に完全に延ばされ、負荷に耐えることができ、
椎骨セグメントに安定化を提供する。
【００５２】
　前方安定化デバイス２２０は、単独に、図９Ａに例示された後方安定化デバイス２１０
と組み合わせて、または任意の他の適切な安定化デバイスまたは構造と組み合わせて使用
され得る。安定化デバイスの組み合わせを使用することによって、単一の安定化構造のみ
の使用によって可能となるよりも、椎骨セグメントの安定化および負荷除去のさらなる量
、またはタイプを提供することが可能であり得る。
【００５３】
　図１０Ａ～図１０Ｄをここで参照して、後方動的安定化デバイスの幾つかの実施形態が
示されている。動的安定化デバイスは、後方スペーサおよび１つ以上の拘束バンドを含む
。以下に説明されているように、スペーサは、拘束バンドと一体化され得るか、または拘
束バンドから独立して提供され得る。
【００５４】
　最初に図１０Ａを参照して、後方スペーサ２４０が示されている。後方スペーサ２４０
は、概略短い円筒の形状であり、中央の通し穴２４２、ならびに上部表面２４４および下
部表面２４６を有している。より完全に以下に記述されるように、後方スペーサ２４０は
、随意的に任意の他の形式または形状で提供され得る。スペーサ２４０は好ましくは、概
略追従性のある生体適合な材料、例えばポリウレタン、シリコン、または他の適切な重合
体材料で形成される。図１０Ｂ～図１０Ｄに示されるように、スペーサ２４０は概略、一
対の隣接する椎体の棘突起間に位置する。スペーサは、２つの椎体間に所望の量の相対運
動を可能にしながら、椎体間に間隔を維持する。
【００５５】
　拘束バンド２５０は、好ましくは各々連続したループで形成され、比較的弾力のある生
体適合性のある材料、例えば目的のために適切な、任意の数の弾性のおよび／または重合
体の材料で形成される。拘束バンド２５０は、後方脊椎に連結され、安定と追従性の両方
を提供する。バンド２５０は、取り付けスクリュー２５２もしくは他の適切な取り付けメ
カニズムによって薄板に取り付けられるか（図１０Ｃ参照）、または椎体の対の棘突起１
０６と直接的に輪で結ばれる（図１０Ｂ、図１０Ｄ）。拘束バンド２５０の材料、サイズ
、構造、および経路指定は、拘束の所望のタイプおよび度合いを獲得するために合わされ
得る。例えば、図１０Ｃのように、比較的より対角線方向に向けられている経路指定パタ
ーンは、図１０Ｄのように、より垂直に向けられている経路指定パターンよりも捻り運動
に対するより多くの抵抗を提供する。当業者によって認識されるように、他の経路指定変
更も可能である。
【００５６】
　図１１をここで参照して、動的脊椎安定化デバイスの別の実施形態が示されている。デ
バイスは１つの構成を含み、その構成はそれが移植された後、安定化の性能特性を調節す
る能力を提供する。例示された実施形態において、脊椎安定デバイス２６０は、上位椎体
１００および下位椎体１００それぞれに対する取り付けのために、上位取り付け部材２６
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２および下位取り付け部材２６４を含む。上位取り付け部材２６２および下位取り付け部
材２６４は図示のように、それぞれの椎体１００、１０２の棘突起１０６に取り付けられ
得るか、またはそれらは、椎体の椎弓根または他の適切な部分に取り付けられ得る。他の
取り付け部材が望ましいとしてまたは適切として使用され得るが、取り付け部材２６２、
２６４は好ましくはスクリューを含む。安定化デバイス２６０は、上位取り付け部材２６
２と下位取り付け部材２６４との間に各々が延び、かつそれらを相互に接続する１つ以上
のばね部材２６６を含む。各ばね部材２６６は好ましくは、ニッケルチタン合金（ニチノ
ール）または他の適切な生体適合性のある形状記憶材料で形成される。各ばね要素２６６
の形状および特性は、例えば電流を使用してばね要素を過熱することによって、移植の前
かまたは移植の後か、いつでも変更することができる。当業者に公知の方法で、形状記憶
材料は加熱プロセスによって仕込まれ、所定の温度に過熱されると所定の形状に従う。従
って、ユーザは、これらの部材の加熱により、ばね要素２６６の形状、サイズ、または性
能特性を変更することができる。例えば、リードが、患者の脊椎に移植された後、Ｘ線ま
たは他の案内の下に、ばね要素２６６と接触して置かれ得る。リードを介して電流が次に
ばね要素２６６に供給され、ユーザが、ばね要素のサイズ、形状、または性能特性を変更
することを可能にする。
【００５７】
　図１１に例示された実施形態に示されるばね要素２６６は、概略真っ直ぐなストラット
であるが、ばね要素２６６は、あるいは、所与の用途に適切な任意の形状、サイズ、また
は向きで提供され得る。
【００５８】
　図１２を次に参照して、別の脊椎安定化デバイスが、一般的図式表現で示されている。
図１２に例示された脊椎安定化デバイスは、１つの運動セグメントから隣接するセグメン
トへ負荷を伝達させるように適合されている。３つの隣接する椎体２７０、２７２、およ
び２７４は、図に概略的に示されている。一対の相互接続安定化デバイス２７６が、３つ
の椎体の各々に取り付けられている。各安定化デバイス２７６は、各椎体に取り付けられ
た固定要素２７８、および固定要素２７８の各隣接する対の間に延び、かつこれらに取り
付けられた連結２８０を含む。
【００５９】
　固定要素２７８の各々は、取り付けられた連結２８０を回転させる能力を提供するベア
リング構造または同様なメカニズムを含む。これは、第１の椎骨セグメント、例えば椎体
２７０が、隣接する椎骨セグメント、例えば椎体２７２および２７４に与えられた負荷に
応答して負荷されることを可能にする。非限定的例として、最も下の椎体２７４が、矢印
「Ａ」によって示されるように右に動くとき、固定要素２７８の回転を介するこの負荷の
伝達が、取り付けられた連結２８０に負荷を与え、矢印「Ｂ」によって示されるように、
上部椎体２７０が左に動くように影響を与える。身体が捻られるとき、この運動は、脊椎
の自然な動きと整合する。圧縮負荷および固定負荷は、同様な方法で伝達される。
【００６０】
　上述されたように、固定要素２７８の各々は好ましくは、矢印「Ｃ」によって表された
ように、回転運動を提供するベアリングまたは同様な回転可能な構造の形式である。連結
２８０は、固定要素２７８の回転に応答して所望の量の負荷伝達を提供するサイズ、形状
、ばね定数、または他の特性を有するばね要素、または複数のばね要素を含み得る。さら
に、図には２つの安定化デバイス２７６が示されているが、必要とされるかまたは望まれ
る安定化の度合いによっては、より多くのまたはより少ないデバイスが使用され得る。安
定化デバイス２７６は、より多くの（例えば４つ以上）またはより少ない（例えば２つ）
隣接する椎骨セグメントの間にも延び得る。
【００６１】
　次に図１３を参照して、複数のコンポーネント動的安定化システムが、概略的に示され
ている。現在の動的脊椎安定化システムは通常、棘間デバイス（すなわち、隣接する椎体
の棘突起間に接続された）か、または椎弓根スクリューを基礎とするデバイス（すなわち



(14) JP 2009-508633 A 2009.3.5

10

20

30

40

50

、隣接する椎体の椎弓根に取り付けられた椎弓根スクリュー間に接続された）である。こ
れらのタイプの動的安定化デバイスの各々は、椎間板１０８の負荷を除く押し合う力を提
供することによって機能する。図１３に示されたシステムは、一対の隣接する椎体１００
、１０２の棘突起１０６に接続された棘間安定化システム２９０、および棘突起の各側で
椎弓根スクリューによって隣接する椎体１００、１０２の対に取り付けられた一対の椎弓
根を基礎とする安定化システム２９２ａ～ｂ（椎弓根を基礎とするシステムのうちの１つ
だけが、図に示されている）を含む。椎弓根を基礎とするシステム２９２ａ～ｂの各々は
、椎間板１０８の負荷を除く傾向のある、矢印「Ｄ」で表された押し合う力を提供する負
荷されたばね、または他の適切な構造を含む。一方、矢印Ｅによって表されるように、棘
間システム２９０は、互いの方に向かって隣接する椎体１００、１０２の棘突起１０６を
付勢する負荷されたばね、または他の適切な構造を含む。棘間システム２９０と椎弓根を
基礎とするシステム２９２ａ～ｂとの組合された作用は、椎間板１０８から圧力を軽減す
るモーメントを生成する。
【００６２】
　有利にも、前記実施形態の棘間システム２９０および／または椎弓根を基礎とするシス
テム２９２ａ～ｂは、１つ以上のシステムが、例えば、図１１に例示されたデバイスに関
して、記述されたように、外部から調節可能であるように構成され得る。
【００６３】
　次に、図１４を参照して、一対の隣接する椎体１００、１０２が示されている。動的な
安定化デバイス３００が、各椎体１００、１０２の横突起１０４ａ～ｂにおける、または
この近くの位置で椎体の各々に取り付けられている。各動的安定化デバイス３００は、上
部取り付けスクリュー３０２および下部取り付けスクリュー３０４を含む。スクリュー３
０２、３０４は、横突起の中を通って椎体に据えられ得るか、またはそれらは、横突起１
０４ａ～ｂに隣接する椎体に直接取り付けられ得る。ローディング部材３０６は、上部取
り付けスクリュー３０２および下部取り付けスクリュー３０４の各々に取り付けられ、か
つその間に延びる。ローディング部材３０６は、適切なレベルの押し合う力または引きつ
ける力を提供することによって隣接する椎体を安定させるように適合される。ローディン
グ部材３０６は、ばね、ばねのセット、減衰部材、または本明細書の別の場所で記述され
たもののような任意の他の適切な構造を含み得る。
【００６４】
　図１５は、外部から調節可能な動的安定化システムの概略的な例示を提供する。システ
ムは、上位椎体１００および下位椎体１０２からそれぞれ後方に延びる、上部スクリュー
３１０および下部スクリュー３１２を含む。各スクリューは、患者の身体の外側に延びる
。安定部材３１４は、患者の背中の外面、すなわち、皮膚３１６の表面の外側でスクリュ
ー３１０、３１２の各々に取り付けられている。安定部材３１６は、負荷されたばね、負
荷された複数のばね、減衰メカニズム、または本明細書の別の場所で記述されたもののよ
うな任意の他の適切なものであり得る。有利にも、安定化システム３１６は、手術後に容
易に調節可能である。なぜならば、患者の外部に位置しているからである。従って、シス
テムの性能に対する任意の調節が、容易に、かつ追加的な外科的介入の必要なくなされ得
る。
【００６５】
　図１６は、別の調節可能な安定化システムの概略的な例示である。脊椎の安定化システ
ム３２０は、上位椎体１００の棘突起１０６に取り付けられた上部ポット３２２、および
下位椎体１０２の棘突起１０６に取り付けられた下部ポット３２４を含む。上部ポット３
２２および下部ポット３２４の各々は、安定化デバイスに対する取り付けメカニズムの一
部を形成する。上部ポット３２２および下部ポット３２４は、適切なメカニズム、例えば
１つ以上のスクリューによって棘突起１０６に取り付けられ得る。上部ポット３２２およ
び下部ポット３２４の各々は、ばね３２８の上端および下端の各々に位置するコネクタ３
２６を受けるように適合される円筒状部分を含む。コネクタ３２６の各々は、上部ポット
３２２および下部ポット３２４のうちの１つと係合し、それによってばね３２８が椎体１
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００、１０２に押し合う力を提供することを可能にする。
【００６６】
　上部ポット３２２および下部ポット３２４は、概略空洞であるので、ポット３２２、３
２４のうちの１つまたは両方を部分的に満たし、ポット間に延びるばね３２８の有効長さ
を低減することができる。すなわちポットを部分的に満たすと、コネクタが、ポット３２
２、３２４の底から隔たったレベルで、充填材料と係合するようにさせることが可能であ
る。ポット３２２、３２４のいずれか、または両方が、ポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭ
Ａ）または別の適切な材料を含む骨セメントで部分的に満たされ得る。好ましくは、充填
動作は、経皮的アクセスによって、手術後に実行され得、それによって追加的な外科的介
入の必要をなくする。
【００６７】
　図１７は、別の動的な安定化システムの例示を提供する。安定化システム３４０は、一
対の隣接する椎体１００、１０２の棘突起１０６間に挿置されたＤＩＡＭＴＭタイプ椎骨
間スペーサ３４２を含む。ＤＩＡＭＴＭタイプ椎骨間スペーサは、商業的に入手可能であ
り、Ｍｅｄｔｒｏｎｉｃ　Ｓｏｆａｍｏｒ　Ｄａｎｅｋによって製造される。スペーサ３
４２は概略「Ｈ」形状であり、比較的に広いサイドセクション間に位置する比較的に狭い
中央セクションを含む。図１７に示されるように、この形状は、スペーサが、一対の隣接
する椎体１００、１０２の棘突起１０６間に効果的に挟まれることを可能にする。スペー
サ３４２は、ポリエチレンで被覆されたシリコンデバイスであり、椎間板の負荷を低減す
ることによって機能し、後方のテンションバンドを回復し、小関節面を再整列させ、孔の
高さを回復する。
【００６８】
　さらに、安定ディスク３４４は、スペーサ３４０の一部分の代わりに、棘突起１０６間
に挿置される。安定ディスク３４４は１つの構造を有し、図５に関して上述された小関節
面安定部材１７０と同一の方法で構成され、一対のエンドプレート間に位置するコア部材
を有する。安定ディスク３４４、必要とされる場合、圧縮および回転を可能にする。安定
ディスク３４４は、横曲げも容易にする。
【００６９】
　上述されたように、この出願は、２００５年９月１日に出願され、本出願の譲受人であ
るＳｐｉｎａｌ　Ｋｉｎｅｔｉｃｓ，Ｉｎｃ．に譲渡され、「Ｐｒｏｓｔｈｅｔｉｃ　Ｉ
ｎｔｅｒｖｅｒｔｅｂｒａｌ　Ｄｉｓｃｓ，」（「’６７１出願」）と題する米国仮特許
出願第６０／７１３，６７１号を参考として援用している。’６７１出願はとりわけ、補
てつ椎間板を動的安定化システムと組み合わせる脊椎の処置方法を記述する。本出願に記
述された動的安定化システムの各々は、補てつ椎間板、例えば’６７１出願に記述された
もの、および２００４年７月３０日に出願され、本明細書に同じく参考として援用されて
いる米国特許出願第１０／９０３、２７６号（「’２７６出願」）に記述されている他の
ものとの組み合わせでの使用に適している。
【００７０】
　例えば、例示的な補てつ椎間板１１００が図１８に示され、例示的な補てつ椎間板１１
００は、’６７１出願の図３から再生され、かつ’２７６出願にも記述された。この補て
つ椎間板は、例示的な目的のために記述され、本明細書の別の場所に記述されたデバイス
およびシステムと組み合わされた使用に適している唯一のタイプの補てつ椎間板を表すも
のとしては意図されていない。図を参照して、補てつ椎間板１１００は、上部エンドプレ
ート１１１０、下部エンドプレート１１２０、および上部エンドプレート１１１０と下部
エンドプレート１１２０トの間に保持されたコア部材１１３０を含む一体化された構造を
有している。１つ以上のファイバ１１４０が、上部および下部エンドプレートの周りに巻
かれ、エンドプレートを互いに取り付ける。ファイバ１１４０の巻きは、エンドプレート
による、およびエンドプレート間での、ある程度の軸回転、曲げ、屈曲、および伸長を可
能にする。環状カプセル１１５０は、上部および下部エンドプレート間のスペースに随意
的に提供され、コア部材１１３０およびファイバ１１４０を取り囲む。上部エンドプレー
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ト１１１０および下部エンドプレート１１２０は、概略平たく、平面の部材であり、かな
りの硬さを提供する生体適合性のある材料から作成される。
【００７１】
　上部エンドプレート１１１０の上面、および下部エンドプレート１１２０の下面は好ま
しくは、それぞれには、その間に補てつ椎間板が設置される上部および下部椎体のそれぞ
れの相対する面にエンドプレートを固定するためのメカニズムが備わっている。例えば、
図１８において、上部エンドプレート１１１０は、複数の固着フィン１１１１ａ～ｂを含
む。固着フィン１１１１ａ～ｂは、上部および下部椎体の表面に形成された嵌合溝と係合
し、それによってエンドプレートをそのそれぞれの椎体に固定するように意図されている
。固着フィン１１１１ａ～ｂは、上部エンドプレート１１１０の概略平面の外面から垂直
に、すなわち図１８に示されるように、エンドプレートの上部側から上方に延びる。固着
フィン１１１１ａ～ｂの各々は、固着フィンのトップエッジに位置する複数の鋸歯状切込
み１１１２を有している。鋸歯状切込み１１１２は、椎体と係合する固着フィンの能力を
高め、それによって上部エンドプレート１１１０を脊椎に固定するように意図されている
。
【００７２】
　同様に、下部エンドプレート１１２０の下面は、複数の固着フィン１１２１ａ～ｂを含
む。下部エンドプレート１１２０の下面の固着フィン１１２１ａ～ｂは、上部エンドプレ
ート１１１０の上面の固着フィン１１１１ａ～ｂと構造および機能が同一であるが、補て
つ椎間板にけるそれらの位置は除く。
【００７３】
　固着フィン１１１１、１１２１には、随意的に１つ以上の穴またはスロット１１１５、
１１２５が提供されている。穴またはスロットは、補てつ椎間板１１００を椎骨に固着す
ることを補佐する骨の内部成長を助成する。
【００７４】
　図示のように、上部エンドプレート１１１０は、ファイバがその中を通されるかまたは
巻かれる複数のスロット１１１４を含む。エンドプレートに含まれる実際のスロット１１
１４の数は、変化し得る。ファイバ１１４０の目的は、上部エンドプレート１１１０およ
び下部エンドプレート１１２０を一緒に保持し、本来の椎間板の運動の範囲、ならびに捻
りおよび屈曲抵抗をまねるように運動の範囲を制限することである。
【００７５】
　コア部材１１３０は、上部エンドプレート１１１０と下部エンドプレート１１２０との
間の相対的間隔に対する支持を提供し、かつこれを維持するように意図されている。コア
部材１１３０は、比較的追従性のある材料、例えばポリウレタンまたはシリコンで作られ
、通常は射出成形によって作成される。コア部材に対する好ましい構成は、ヒドロゲルお
よびファイバ環補強の弾性物質で形成された核を含む。コア部材１１３０の形状は通常、
概略円筒状、または豆状であるが、形状（およびコア部材を作る材料およびコア部材サイ
ズ）は、所望の物理的または性能特性を獲得するために変化し得る。例えば、コア部材１
１３０の形状、サイズ、および材料は、補てつ椎間板の屈曲、伸長、横曲げ、および軸回
転の程度に影響を直接的に与える。
【００７６】
　環状カプセル１１５０は好ましくは、ポリウレタンまたはシリコンで作られ、射出成形
、２部品コンポーネント混合、またはポリマー溶液の中にエンドプレート－コア－ファイ
バアセンブリを浸漬すことによって作成され得る。環状カプセルの機能は、ディスク材料
（例えばファイバストランド）をディスクの本体内に保持し、ディスクの外側で本来の内
部成長を保つバリアとして作用することである。
【００７７】
　前記の補てつ椎間板１１００、または他の適切な補てつ椎間板は、’６７１および’２
７６出願ならびに別の場所で記述された外科技術によって移植され得る。上記のように、
補てつ椎間板を、本明細書中に記述された他のデバイス、システム、および方法のうちの
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任意のものと組み合わせ、脊椎の疾患、外傷または他の障害において相乗作用的治療結果
を獲得することがしばしば有利である。
【００７８】
　従って、この特許出願の対象である本発明は、記述された特定の実施形態に限定されず
、従って、もちろん、変化し得ることは理解されるべきである。特に、実施形態が互いに
適合性がある程度にまで、本明細書に記述された特定の実施形態のうちの２つ以上が組み
合わされることが特に考えられている。そのような組み合わせは、公知のデバイスまたは
独立して利用されるデバイスに可能な性能利益を超過する性能利益を提供する。
【００７９】
　別に定義されなければ、本明細書中に使用された、すべての技術および科学用語は、こ
れらの発明が属する技術分野の当業者に普通に理解されるものと同じ意味を有している。
本明細書中に記述されたものと同様であるかまたは等価な任意の方法または材料も、本発
明の実行または試験において使用され得るが、好ましい方法、および材料が本明細書に記
述されている。
【００８０】
　本明細書中に述べられたすべての特許、特許出願、および他の公開は、その全容が参考
として本明細書に援用されている。本明細書中で論議された特許、出願、および公開は、
本出願の出願日の前の開示に対してのみ提供されている。本明細書中のいかなるものも、
本発明が、先行発明によってそのような公開に先行する資格がないと認めるものとして解
釈されるべきではない。さらに、提供された公開の日付は、独立的に確認される必要のあ
る実際の公開日付とは異なり得る。
【００８１】
　この開示を読んで当業者に明らかなように、本明細書に記述されかつ例示された個々の
実施形態の各々は、本発明の範囲または精神から逸脱することなく、他の幾つかの実施形
態のうちの任意のものの特徴から容易に分離され、または組み合わされ得る個別のコンポ
ーネントおよび特徴を有する。
【００８２】
　前記は単に、本発明の原理を例示する。当業者は、本明細書に明確には記述されても、
示されてもいないが、本発明の原理を具体化し、その精神および範囲内に含まれる様々な
配列を工夫することができることは理解される。さらに、本明細書に述べられた例および
条件つきの言葉は、本へ発明の原理および当技術を推し進めるために本発明者によって貢
献された概念を読者が理解することを助けるように主に意図され、そのように特定して述
べられた例および条件に制限されることはないとして解釈されるべきである。さらに、本
発明の原理、局面、ならびに実施形態およびその特定な例を本明細書中で述べていること
がらは、その構造的均等物と機能的均等物の両方を含むものとして意図されている。さら
に、そのような均等物は、現在公知の均等物と将来開発される均等物、すなわち構造にか
かわらず同じ機能を実行する開発された任意の要素の両方を含むことが意図されている。
従って、本発明の範囲は、本明細書中に示されかつ記述された例示的な実施形態に限定さ
れるものとは意図されていない。そうではなく、本発明の範囲および精神は、添付された
特許請求の範囲によって具体化される。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】図１は、一対の隣接する椎体の側面図であり、孔および孔を横断する神経根の表
現を含む。
【図２Ａ】図２Ａ～図２Ｇは、本発明による、孔のスペーサの例示である。
【図２Ｂ】図２Ａ～図２Ｇは、本発明による、孔のスペーサの例示である。
【図２Ｃ】図２Ａ～図２Ｇは、本発明による、孔のスペーサの例示である。
【図２Ｄ】図２Ａ～図２Ｇは、本発明による、孔のスペーサの例示である。
【図２Ｅ】図２Ａ～図２Ｇは、本発明による、孔のスペーサの例示である。
【図２Ｆ】図２Ａ～図２Ｇは、本発明による、孔のスペーサの例示である。
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【図２Ｇ】図２Ａ～図２Ｇは、本発明による、孔のスペーサの例示である。
【図３】図３は、一対の隣接する椎体の後方図であり、小関節面および小関節面ジョイン
トの表現を含む。
【図４】図４は、小関節面ジョイント安定部材の実施形態の斜視図である。
【図５】図５は、小関節面ジョイントに移植されて示されている小関節面ジョイント安定
部材の別の実施形態の側面図である。
【図６Ａ】図６Ａ～図６Ｂは、補てつ小関節面の例示である。
【図６Ｂ】図６Ａ～図６Ｂは、補てつ小関節面の例示である。
【図７】図７は、本来の小関節面の代わりの複数の補てつ小関節面を有する脊椎の一部分
の例示である。
【図８】図８は、その間に移植された横安定化デバイスを有する一対の椎体の側面図であ
る。
【図９Ａ】図９Ａは、その間に移植された前方安定化デバイスおよび後方安定化デバイス
を有する一対の椎体の側面図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、前方安定化デバイスの例示である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、スペーサ部材の例示である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、スペーサ部材および拘束バンドを含む後方動的安定化デバイス
の例示である。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、スペーサ部材および拘束バンドを含む後方動的安定化デバイス
の例示である。
【図１０Ｄ】図１０Ｄは、スペーサ部材および拘束バンドを含む後方動的安定化デバイス
の例示である。
【図１１】図１１は、別の動的安定化システムの後方図である。
【図１２】図１２は、別の動的安定化システムの後方図である。
【図１３】図１３は、別の動的安定化システムの側面図である。
【図１４】図１４は、別の動的安定化システムの後方図である。
【図１５】図１５は、別の動的安定化システムの側面図である。
【図１６】図１６は、別の動的安定化システムの側面図である。
【図１７】図１７は、別の動的安定化システムの側面図である。
【図１８】図１８は、例示的な補てつ椎間板の立体的な断面図である。
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【国際調査報告】
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